
特別養護老人ホーム ローズガーデン甲子園（ユニット型介護老人福祉施設）  
 

[要介護度別サービス利用料  日額] 

① 介護サービス利用

に係る自己負担額

※１ 

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 
625 円 

（１割負担） 
691 円 

（１割負担） 
762 円 

（１割負担） 
828 円 

（１割負担） 
894 円 

（１割負担） 
1,250 円 

（２割負担） 
1,382 円 

（２割負担） 
1,524 円 

（２割負担） 
1,656 円 

（２割負担） 
1,788 円 

（２割負担） 
② 加算項目※２ （１割負担） （２割負担） 
個別機能訓練加算 12 円 24 円 

看護体制加算Ⅰ  4 円  8 円 
夜勤職員配置加算 18 円 36 円 
口腔衛生管理体制加算   30 円/月   60 円/月 
日常生活継続支援加算 46 円 92 円 
精神科医療養指導加算  5 円 10 円 
栄養マネジメント加算 14 円 28 円 
上記の①、②の金額に介護職員処遇改善加算（5.9％）を加算後、地域加算（6.8％）が加算されます。 
計算式：（①+②）×1.059×1.068 

利用者負担段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 
③ 居住費※３ 820 円 820 円 1,310 円 1,970 円 
④ 食費 ※４ 300 円 390 円  650 円 1,380 円 

 
[月額（３０日間の場合）] 

負担段階 負担割合 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

第４段階 
（1 割負担） 125,100 円 127,339 円 129,748 円 131,987 円 134,227 円 
（2 割負担） 149,699 円 154,178 円 158,996 円 163,475 円 167,954 円 

第３段階 （1 割負担） 83,400 円 85,639 円 88,048 円 90,287 円 92,527 円 
第２段階 （1 割負担） 60,900 円 63,139 円 65,548 円 67,787 円 70,027 円 
第１段階 （1 割負担） 58,200 円 60,439 円 62,848 円 65,087 円 67,327 円 

 
【備考】 

・上記の金額はあくまで目安となります。 
・上記の金額に加え、別途、管理費、ユニット費、電気料金、理美容代、医療費、薬代等がかかります。 
・※１，２ ①+②の利用額は保険者（市町村）への申請により高額介護サービスが適用された場合、 
   減額、還付されます。制度の詳細及び申請のお手続きは保険者（市町村）へお問い合わせ下さい。 
  
 
 
・※２ ご利用者の状態、施設の職員配置状況により加算項目が変わります。 
  裏面の【加算料金】を参照下さい。 
・※３、４ 居住費・食費は利用者負担段階により利用額が異なります。制度の詳細及び申請のお手続き 
  は保険者（市町村）へお問い合わせ下さい。 
 
 

2015.12.29 

利用料段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 
利用者負担上限額 15,000 円 15,000 円 24,600 円 37,200 円 44,400 円 



【加算料金】 

加算項目 加算内容 
利用者負担額 

（１割負担） （２割負担） 
看護体制加算Ⅰ 常勤の看護師を１名以上配置している施設の

加算です 
日額 4 円 8 円 

看護体制加算Ⅱ 看護職員を基準以上配置しており、協力病院と
の 24 時間連携体制を確保している施設の加算 

日額 8 円 16 円 

初期加算 入所から 30 日間は加算されます 日額 30 円 60 円 
経口移行加算 経管による栄養摂取をされている方で、経口摂

取を進めるため医師の指示に基づく栄養管理
を行なう必要が生じた場合、実際に経口移行へ
の取り組みを実施した方に加算 

日額 28 円 56 円 

経口維持加算 著しい誤嚥が認められる方に対し、経口摂取を
維持する為に医師の指示に基づく栄養管理を
行なう必要が生じた場合、実際に経口摂取維持
への取り組みを実施した方に加算 

月額 400 円 800 円 

療養食加算 医師の指示（食事箋）に基づく腎臓病食や糖尿
食等の治療食の提供が行なわれた方に加算さ
れます 

日額 18 円 36 円 

口腔衛生管理加算 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケ
アを月４回以上、計画作成管理を行っている場
合に加算。 

月額 110 円 220 円 

外泊時費用 外泊や入院された場合で施設に在所していな
い日であっても、外泊又は入院の翌日から 6 日
間は（月をまたいで連続した場合は最長 12 日
間）外泊時費用が自己負担となります 

日額 246 円 492 円 

看取り介護加算（※死
亡日以前 30 日限度） 

利用者またはご家族と協議、合意して施設内で
看取り介護を行なった場合に加算します。 
① 死亡日 
② 死亡日から 2 日前と 3 日前 
③ 死亡日から 4 日前から 30 日前 

 
 
日額 

 
 
① 1,280 円 
②  680 円 
③  144 円 

 
 
① 2,560 円 
② 1,360 円 
③  288 円 

若年性認知症受入加算 若年性認知症の利用者の方に対し、担当者を決
め専門的に係る場合に算定します。 

日額 120 円 240 円 

認知症専門ケア加算Ⅰ ※認知症高齢者が一定以上入所しており、認知
症介護リーダー研修修了者を一定以上配置し
た場合に算定します。 

日額 3 円 6 円 

認知症専門ケア加算Ⅱ ※認知症専門ケア加算Ⅰを算定している施設
で、認知症介護指導者研修修了者を 1 名以上配
置した場合に算定します。 

日額 4 円 8 円 

退所前訪問相談援助 
加算 

退所に先立って入居者、家族に対し、退所後の
居宅サービス等の相談援助を行なった場合に
加算 

1 回 460 円 920 円 

退所後訪問相談援助 
加算 

退所後 30 日以内に居宅を訪問し、当該入居者、
家族に対し相談援助を行った場合に加算 

1 回 460 円 920 円 

退所時相談援助加算 入所者及びその家族等に対して退所後の相談
援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援セン
ターに対して必要な情報を提供した場合 

1 回 400 円 800 円 

退所前連携加算 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報
提供とサービス調整を行った場合 

1 回 500 円 1,000 円 

サービス提供体制強化
加算Ⅰイ 

介護職員の総数のうち介護福祉士が 60％以上
配置されていること 

日額 18 円 36 円 

サービス提供体制強化
加算Ⅰロ 

介護職員の総数のうち介護福祉士が 50％以上
配置されていること 

日額 12 円 
 

24 円 

サービス提供体制強化
加算Ⅱ 

介護職員の総数のうち常勤職員が 75％以上配
置されていること 

日額 6 円 12 円 

サービス提供体制強化
加算Ⅲ 

入居者に直接提供する職員の総数のうち 3 年
以上の勤続年数のある者が 30％以上配置され
ていること 

日額 6 円 12 円 

上記の金額に介護職員処遇改善加算（5.9％）を加算後、地域加算（6.8％）が加算されます。 
計算式：加算金額×1.059×1.068 

 


